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善
行
地
区
に
お
け
る
地
域
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
事
業
用
地
取

得
に
関
す
る
調
査
特
別
委
員
会

は
、
十
一
月
四
日
、
十
八
日
、

二
十
八
日
、
十
二
月
九
日
、
平

成
二
十
四
年
一
月
十
日
に
開
催

さ
れ
た
。
十
一
月
四
日
、
十
八

日
の
委
員
会
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ

六
人
の
証
人
を
喚
問
し
て
審
査

等
を
行
い
、
二
十
八
日
、
十
二

月
九
日
は
中
間
報
告
を
と
り
ま

と
め
、
一
月
十
日
は
証
人
の
出

頭
要
求
等
に
つ
い
て
協
議
し
た
。

中
間
報
告
以
降
も
さ
ら
に
調

査
す
べ
き
項
目
が
残
っ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
で
き
る
限
り
早
期

に
事
実
を
解
明
し
、
最
終
報
告

を
ま
と
め
る
。

〈
中
間
報
告
の
主
な
内
容
〉

〇
現
時
点
に
お
け
る
委
員
会
と

し
て
の
判
断

１
住
民
総
意
に
つ
い
て

市
は
本
件
土
地
の
購
入
理
由

と
し
て
、
平
成
二
十
年
九
月
十

八
日
に
、
善
行
地
区
自
治
会
連

合
会
（
以
下
「
自
治
連
」
と
い

う
。）
か
ら
、
地
区
住
民
の
総
意

と
し
て
の
陳
情
が
提
出
さ
れ
た

こ
と
に
あ
る
と
説
明
し
て
き
た
。

し
か
し
、
本
委
員
会
の
複
数

の
証
言
か
ら
、
陳
情
は
自
治
連

の
役
員
会
に
全
く
諮
ら
れ
て
お

ら
ず
、
陳
情
内
容
の
検
討
等
も

一
切
な
い
ま
ま
自
治
連
会
長
が

陳
情
書
を
作
成
し
、
陳
情
当
日

に
初
め
て
同
行
役
員
に
見
せ
た

上
で
、
陳
情
書
を
提
出
し
た
事

実
が
明
白
と
な
り
、
住
民
の
総

意
と
言
え
る
も
の
が
な
か
っ
た

こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

結
果
と
し
て
、
陳
情
書
提
出

は
住
民
総
意
を
装
い
、
本
件
土

地
の
購
入
を
正
当
化
す
る
た
め

に
行
っ
た
も
の
と
判
断
す
る
。

２
土
地
の
特
定
と
取
得
決
定
の

時
期
に
つ
い
て

本
件
土
地
の
特
定
に
つ
い
て

は
、
委
員
会
審
査
に
お
い
て
多

く
の
時
間
が
割
か
れ
た
が
、
土

地
特
定
の
時
期
や
特
定
方
法
等

善
行
土
地
取
得
問
題

中

間

報

告

ま

と

ま

る

―
善
行
地
区
に
お
け
る
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動

事
業
用
地
取
得
に
関
す
る
調
査
特
別
委
員
会
―

に
つ
い
て
証
言
の
一
致
を
見
な

か
っ
た
。

こ
の
点
に
関
し
、
前
副
市
長

は
「
平
成
二
十
年
七
月
時
点
で

確
認
し
た
土
地
と
陳
情
の
土
地

が
同
一
な
の
は
偶
然
」
で
「
土

地
取
得
は
陳
情
を
受
け
て
検
討

を
始
め
た
」
と
し
て
い
た
が
、

最
終
的
に
「
陳
情
と
は
関
係
な

く
取
得
を
考
え
た
」、「
陳
情
も

（
取
得
の
）一
つ
の
要
素
に
す

ぎ
な
い
」
と
し
、
陳
情
提
出
前

日
、
市
長
に
対
し
「
七
月
に
見

た
土
地
で
は
な
い
か
と
説
明
し

た
」
旨
の
証
言
を
行
っ
た
。

一
方
、
前
市
民
自
治
部
長
は

「
土
地
の
特
定
は
九
月
十
九
日

で
あ
る
」と
証
言
し
て
い
る
が
、

二
十
年
七
月
時
点
で
市
及
び
土

地
開
発
公
社
（
以
下
「
土
地
公

社
」
と
い
う
。）
に
公
図
の
写

し
等
の
関
係
書
類
が
そ
ろ
っ
て

い
た
事
実
や
、
他
の
複
数
の
証

言
か
ら
も
、
同
年
七
月
か
ら
八

月
の
時
期
に
、
本
件
土
地
を
市

民
農
園
と
し
て
取
得
す
る
こ
と

を
決
め
て
い
た
と
判
断
で
き
る
。

ま
た
、
同
年
十
月
三
十
一
日

に
土
地
を
特
定
す
る
場
が
持
た

れ
た
と
す
る
別
の
証
言
は
、
陳

情
へ
の
回
答
日
の
同
年
十
一
月

十
一
日
の
直
近
ま
で
場
所
の
特

定
が
さ
れ
た
形
を
作
れ
な
か
っ

た
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
二
十
年

九
月
十
八
日
の
陳
情
提
出
後
の

九
月
二
十
二
日
に
、
土
地
を
特

定
し
た
地
図
が
経
済
部
に
送
付

さ
れ
た
事
実
か
ら
だ
け
で
は
、

そ
の
間
の
土
曜
日
と
日
曜
日
を

除
い
た
九
月
十
九
日
が
土
地
を

特
定
し
た
日
と
は
判
断
で
き
ず
、

陳
情
と
は
関
係
な
く
土
地
が
特

定
さ
れ
た
と
考
え
る
の
が
至
当

で
あ
る
。
さ
ら
に
、
善
行
地
区

住
民
の
総
意
で
な
い
何
ら
か
の

理
由
に
よ
り
、前
土
地
所
有
者
、

地
元
の
前
市
議
、
市
、
自
治
連

会
長
等
本
件
関
係
者
の
特
段
の

都
合
を
も
っ
て
本
件
土
地
が
特

定
さ
れ
、
購
入
に
至
っ
た
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
。

３
取
得
の
必
要
性
及
び
市
の
関

与
に
つ
い
て

市
長
は
「
本
件
土
地
は
大
変

駅
に
近
く
開
発
さ
れ
る
、
緊
急

性
と
い
う
よ
り
必
要
性
を
強
く

感
じ
た
」と
証
言
し
て
い
る
が
、

取
得
に
関
す
る
内
容
等
を
記
載

し
た
文
書
は
存
在
せ
ず
、
出
席

者
の
証
言
も
食
い
違
っ
て
い
る
。

そ
の
た
め
、
陳
情
内
容
が
土

地
の
確
保
で
は
な
く
取
得
を
求

め
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
市

民
農
園
に
限
ら
ず
、
地
区
内
の

住
民
が
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
活
動

に
参
加
で
き
る
場
の
確
保
を
意

図
し
た
も
の
で
あ
っ
た
の
か
の

断
定
は
で
き
な
か
っ
た
。

前
副
市
長
が
周
辺
土
地
と
の

一
体
的
整
備
を
指
示
し
、
市
民

自
治
部
が
一
定
の
考
え
方
を
整

理
、
報
告
し
た
と
さ
れ
て
い
る

が
、
関
係
文
書
が
一
切
存
在
し

て
い
な
い
こ
と
や
そ
の
間
の
検

討
状
況
、
本
件
土
地
の
特
徴
等

を
精
査
す
る
と
、
土
地
公
社
へ

の
先
行
取
得
依
頼
ま
で
に
、
十

分
な
手
順
を
踏
み
、
主
体
的
に

利
用
形
態
等
を
検
討
し
て
い
た

と
は
判
断
で
き
な
い
。

ま
た
、
本
件
土
地
は
隣
接
地

所
有
者
の
理
解
と
協
力
が
必
要

不
可
欠
で
あ
る
が
、
無
断
で
土

地
取
得
を
進
め
た
こ
と
で
、
取

得
後
に
新
た
な
道
路
築
造
計
画

の
検
討
ま
で
行
わ
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
こ
と
も
明
白
と
な
っ
た
。

４
取
得
の
緊
急
性
に
つ
い
て

本
件
土
地
の
隣
接
地
は
民
間

で
は
取
得
し
が
た
い
生
産
緑
地

で
あ
り
、
加
え
て
無
道
路
地
で

行
政
改
革
等
特
別
委
員
会
は
、

十
一
月
十
五
日
に
開
催
さ
れ
、

藤
沢
市
行
政
改
革
の
推
進
に
つ

い
て
審
査
し
た
。

こ
の
日
の
委
員
会
で
は
、
平

成
二
十
三
年
度
「
藤
沢
市
事
業

仕
分
け
」
の
結
果
及
び
市
方
針

・
計
画
の
内
容
（
概
要
）
に
つ

い
て
、「
藤
沢
市
地
域
経
営
の

創
造
的
生
産
性
向
上
改
革
の
基

本
方
針
（
案
）」
及
び
「
第
三
次

行
政
改
革
の
最
終
結
果
」
に
つ

テ
ー
マ
型
事
業
仕
分
け
を
試
行

―
行
政
改
革
等
特
別
委
員
会
―

特特別別委委員員会会のの動動きき

個
々
の
事
業
の
見
直
し
だ
け
で

は
解
決
で
き
な
い
こ
と
も
あ
り
、

仕
分
け
結
果
よ
り
も
議
論
に
着

目
し
た
創
造
型
の
テ
ー
マ
型
事

業
仕
分
け
を
試
行
的
に
実
施
し

た
。今

年
度
は
、
待
機
児
童
解
消

の
取
組
を
テ
ー
マ
に
掲
げ
、
関

連
す
る
八
事
業
に
つ
い
て
議
論

を
行
い
、
仕
分
け
結
果
に
つ
い

て
は
、格
差
是
正
を
図
る
べ
き
、

多
様
な
保
育
機
会
を
つ
く
る
必

要
が
あ
る
、
藤
沢
型
の
保
育
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
が
必
要
、
公
民
の

協
働
に
よ
る
対
応
が
必
要
と
の

四
点
に
整
理
さ
れ
た
。

市
の
方
針
・
方
向
性
に
つ
い

て
は
、現
状
の
課
題
を
整
理
し
、

①
認
可
保
育
所
の
設
置
基
準
を

定
め
る
②
認
可
外
保
育
施
設
の

充
実
・
活
用
を
図
る
た
め
、
藤

沢
型
認
定
保
育
所
制
度
の
創
設

を
検
討
す
る
③
事
業
所
内
保
育

施
設
の
設
置
を
企
業
と
連
携
し

て
推
進
し
て
い
く
④
地
域
で
の

保
育
支
援
事
業
へ
の
協
力
・
支

援
を
行
っ
て
い
く

―
以
上
、

四
つ
を
事
業
構
造
の
見
直
し
に

向
け
た
考
え
方
と
し
て
整
理
し

た
。今

後
、
事
業
の
見
直
し
に
生

か
し
て
い
く
と
と
も
に
、
テ
ー

マ
型
事
業
仕
分
け
の
効
果
や
課

題
に
つ
い
て
も
検
証
し
て
い
く
。

い
て
審
査
を
行
っ
た
。

〇
平
成
二
十
三
年
度
「
藤
沢
市

事
業
仕
分
け
」
の
結
果
及
び
市

方
針
・
計
画
の
内
容
（
概
要
）

に
つ
い
て

〈
市
の
説
明
〉

事
業
仕
分
け
に
つ
い
て
は
、

平
成
二
十
一
、
二
十
二
年
度
に

引
き
続
き
、
第
三
回
目
を
実
施

し
た
。
事
業
選
定
に
あ
た
っ
て

は
、市
民
の
仕
分
け
人
、市
民
評

価
員
や
新
総
合
計
画
の
策
定
時

の
「
地
域
経
営
戦
略
一
〇
〇
人

委
員
会
」
の
委
員
経
験
者
が
加

わ
り
、対
象
事
業
を
決
定
し
た
。

対
象
二
十
六
事
業
の
仕
分
け

結
果
に
つ
い
て
は
、不
要
が
一
、

民
間
が
一
、
国
・
県
・
広
域
が

一
、
要
改
善
が
二
十
、
現
行
が

四
と
な
っ
た
。
一
方
、
市
の
方

針
は
、
現
在
の
事
業
手
法
に
つ

い
て
は
一
旦
、
廃
止
し
、
改
め

て
、
実
状
に
照
ら
し
事
業
の
再

構
築
を
図
る
も
の
が
二
、
民
間

が
一
、
既
に
民
間
主
体
で
実
施

し
て
い
る
が
よ
り
改
善
す
る
も

の
が
二
、
改
善
が
十
九
、
現
行

が
三
と
し
た
。

ま
た
、行
政
課
題
の
中
に
は
、
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第６回 
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 ８月10日 
 ８月24日 
 ８月29日 
 ９月12日 
 ９月21日 
 10月６日 
 10月21日 
 11月４日 
 11月18日 
 11月28日 
 12月９日 

平成24年１月10日 

 ・委員長・副委員長の互選について 
 ・会議の運営について 
 ・証人尋問（８人） 
 ・証人尋問（11人） 
 ・会議の運営について 
 ・証人尋問（６人） 
 ・会議の運営について 
 ・証人尋問（７人） 
 ・会議の運営について 
 ・証人尋問（６人) 
 ・証人尋問（６人） 
 ・中間報告について 
 ・中間報告（案）について 
 ・会議の運営について 

これまでの委員会の開催状況 

回数 開　催　日 主な調査の概要 

あ
る
こ
と
か
ら
、
一
般
的
な
不

動
産
市
場
で
は
買
い
手
が
つ
か

な
い
土
地
と
断
定
で
き
、
土
地

取
得
の
緊
急
性
が
あ
る
と
判
断

す
る
こ
と
は
到
底
で
き
な
い
。

ま
た
、
地
元
の
前
市
議
が
陳

情
の
場
に
自
治
連
役
員
を
案
内

し
た
事
実
か
ら
、
そ
の
介
在
に

よ
り
取
得
決
定
が
早
ま
っ
た
こ

と
も
想
定
さ
れ
る
。

５
本
件
土
地
取
得
に
関
す
る
判

断
本
件
土
地
は
、
生
産
緑
地
に

囲
ま
れ
た
無
道
路
地
で
、
市
民

農
園
と
し
て
の
利
用
に
は
適
さ

ず
、
利
便
性
も
悪
く
、
単
独
で

は
利
用
価
値
が
な
い
と
言
え
る
。

ま
た
、
取
得
の
根
拠
と
な
る

陳
情
は
善
行
地
区
住
民
の
総
意

で
は
な
か
っ
た
こ
と
や
、
取
得

の
必
要
性
、
緊
急
性
も
見
当
た

ら
ず
、
当
初
よ
り
取
得
あ
り
き

で
進
め
ら
れ
た
案
件
で
あ
り
、

本
件
土
地
の
取
得
は
不
当
で
あ

っ
た
と
判
断
す
る
。

本
件
土
地
取
得
の
違
法
性
や

取
得
決
定
し
た
市
長
、
取
得
を

積
極
的
に
主
導
し
た
前
副
市
長
、

前
市
民
自
治
部
長
等
の
責
任
に

つ
い
て
は
継
続
し
て
検
討
し
て

い
く
。

６
本
件
土
地
の
取
得
価
格
の
妥

当
性
に
つ
い
て

本
件
土
地
に
つ
い
て
は
、
十

五
年
五
月
二
日
に
、
前
土
地
所

有
者
が
三
千
万
円
で
取
得
し
た

が
、
そ
の
後
土
地
公
社
の
先
行

取
得
に
際
し
、
進
入
路
が
な
い

こ
と
を
十
分
に
確
認
し
な
い
ま

ま
鑑
定
評
価
を
行
い
、
二
十
一

年
一
月
七
日
に
一
億
八
百
五
十

万
円
で
購
入
し
た
。
二
十
二
年

六
月
に
議
員
有
志
で
行
っ
た
鑑

定
評
価
で
は
四
千
二
百
五
十
万

円
の
評
価
額
も
算
出
さ
れ
て
お

り
、
本
件
土
地
の
売
買
価
格
や

鑑
定
評
価
額
に
大
き
な
開
き
が

あ
る
こ
と
か
ら
、
改
め
て
鑑
定

評
価
を
実
施
し
取
得
価
格
の
妥

当
性
に
つ
い
て
継
続
し
て
検
討

し
て
い
く
。

７
議
会
へ
の
説
明
、
対
応
等
に

つ
い
て

本
件
は
、
二
十
一
年
九
月
定

例
会
に
お
い
て
疑
義
が
指
摘
さ

れ
る
ま
で
市
側
か
ら
の
説
明
や

報
告
は
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、

開
催
さ
れ
た
連
合
審
査
会
等
に

お
け
る
審
査
の
際
も
、
市
側
は

不
誠
実
な
対
応
に
終
始
し
た
。

特
に
、
連
合
審
査
会
等
の
開

催
前
、
事
実
確
認
と
称
す
る
会

議
で
答
弁
調
整
を
行
っ
た
こ
と

や
、
会
議
の
存
在
す
ら
当
初
認

め
な
か
っ
た
証
人
が
、
開
催
事

実
が
明
ら
か
に
な
る
に
従
い
、

証
言
を
変
更
し
て
い
っ
た
こ
と

は
、
議
会
を
軽
視
し
、
愚
弄
し

た
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

８
告
発
に
つ
い
て

本
委
員
会
で
の
証
人
の
証
言

が
二
転
三
転
し
、
証
人
間
の
証

言
も
大
き
く
相
違
し
、
真
実
を

証
言
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
見

受
け
ら
れ
な
い
証
人
す
ら
い
た

こ
と
か
ら
、
最
終
的
に
告
発
も

視
野
に
入
れ
、
厳
格
に
対
処
し

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

市
長
を
初
め
一
部
の
職
員
や

関
係
者
の
証
言
が
偽
証
に
当
た

る
可
能
性
も
あ
り
、
地
方
自
治

法
第
百
条
第
九
項
の
規
定
に
よ

る
告
発
に
該
当
す
る
と
判
断
さ

れ
る
か
ど
う
か
、
慎
重
に
調
査

を
進
め
て
い
く
。

〇
調
査
事
項
に
お
け
る
改
善
点

に
つ
い
て

土
地
公
社
は
、
土
地
価
格
が

高
騰
し
て
い
た
時
代
に
、
事
業

用
地
を
先
行
取
得
す
る
た
め
設

置
さ
れ
た
が
、
昨
今
、
土
地
の

先
行
取
得
の
必
要
性
が
問
わ
れ

て
い
る
。
加
え
て
、
議
会
の
議

決
を
経
る
こ
と
な
く
土
地
公
社

が
土
地
取
得
す
る
こ
と
は
、
行

政
の
透
明
性
や
説
明
責
任
か
ら

も
大
き
な
問
題
で
あ
る
。
事
業

内
容
が
不
明
で
あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
市
の
依
頼
を
安
易
に

受
け
止
め
、
土
地
を
取
得
し
た

土
地
公
社
の
責
任
は
重
く
、
そ

の
存
続
に
関
し
根
本
的
な
検
討

を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

当
面
、
土
地
は
市
の
直
接
購

入
を
基
本
と
し
、
土
地
公
社
が

先
行
取
得
す
る
場
合
も
、
土
地

基
準
価
格
決
定
会
議
に
土
地
鑑

定
を
行
っ
た
不
動
産
鑑
定
士
の

意
見
陳
述
の
場
を
設
け
る
こ
と

や
複
数
の
鑑
定
評
価
を
行
う
な

ど
の
改
善
が
必
要
で
あ
る
。

ま
た
、本
件
の
発
生
原
因
に
、

市
の
意
思
決
定
過
程
の
不
透
明

さ
や
意
見
を
言
え
な
い
職
場
環

境
の
存
在
等
、
組
織
や
職
員
間

の
意
思
疎
通
の
問
題
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
。
一
方
、
本
件
土
地

の
住
民
監
査
請
求
に
関
し
、
独

立
し
た
組
織
で
あ
る
監
査
委
員

へ
の
不
当
な
圧
力
と
も
受
け
と

め
ら
れ
る
行
為
が
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
問
題
を
解
決
す

る
た
め
に
は
、
組
織
体
制
や
ト

ッ
プ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
抜
本
的

に
見
直
し
、
職
員
が
働
き
や
す

い
環
境
づ
く
り
と
意
思
決
定
過

程
の
透
明
化
等
に
取
り
組
む
こ

と
が
強
く
求
め
ら
れ
る
。ま
た
、

職
員
だ
け
で
は
な
く
議
員
も
公

平
公
正
な
行
政
執
行
に
寄
与
し
、

そ
の
実
現
に
努
め
て
い
く
こ
と

が
必
要
で
あ
る
。

議
会
で
は
、
こ
の
問
題
が
表

面
化
し
て
以
来
、
連
合
審
査
会

等
で
の
審
議
を
重
ね
て
き
た
が
、

事
実
解
明
に
限
界
が
あ
っ
た
こ

と
か
ら
、
二
十
三
年
六
月
定
例

会
に
お
い
て
、
地
方
自
治
法
第

百
条
に
基
づ
く
委
員
会
設
置
を

求
め
る
決
議
が
全
会
一
致
で
可

決
さ
れ
、
本
委
員
会
が
設
置
さ

れ
た
。

し
か
し
、
時
間
の
経
過
等
に

よ
り
本
件
に
関
す
る
記
憶
が
薄

れ
る
こ
と
や
文
書
等
の
保
存
期

限
等
か
ら
、
問
題
が
表
面
化
し

た
段
階
で
直
ち
に
百
条
委
員
会

を
設
置
し
、
調
査
を
行
う
こ
と

が
よ
り
正
確
な
事
実
解
明
に
つ

な
が
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

今
後
、
議
会
は
二
元
代
表
制

の
一
翼
を
担
い
、
市
民
の
期
待

に
応
え
ら
れ
る
機
関
と
し
て
、

行
政
の
監
視
・
チ
ェ
ッ
ク
機
能

の
役
割
を
強
化
し
て
い
く
。


